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大仙市

トマトのハウス栽培
　太田地域の西新興地区・髙橋正憲さん（３１歳）は、大仙市の東部新規就農者
研修施設（太田地域）を修了した方です。今年度から新規就農者として経営を開
始しました。
　そのビニールハウスを覗かせてもらうと、養液栽培により、トマト「りんか４０９」
がたくさん実を結んでいました。
　１００坪・２棟のビニールハウスに実ったトマトは正に最盛期を迎えています。収
穫は秋まで続きます。
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に主眼を置いて実施しています。不適切な農地管理者には、是正指導等をおこなう
場合があります。
　遊休農地の発生は、農家の高齢化や後継者不足に主な原因があると考えられま
す。一旦、荒らした農地には、引き受け手がいなくなってしまうなどの問題がありま
す。
　また、農地を遊休農地化させた場合には、近隣の農地や環境に対し悪影響を与
え、大変な迷惑となりますので、農家の皆さんには、農地を遊休農地化させないよう
日頃から適切な管理をお願いします。

農業者年金の経営移譲年金を受給している方や、農地にかかる贈与税等の納
税猶予などの優遇措置を受けている方は、権利移動した対象農地を遊休農地
化した場合には、年金の支給停止や、納税猶予の取消し等の不利益を受けるこ
とがありますので、特に注意してください。

　労力不足で大切な農地を荒らしてしまう前に、秋田県農業公社の農地中間管理事業を活
用しましょう。
お問い合わせ先は、▶秋田県農業公社（018-893-6223）、▶大仙市役所農業振興課
（0187-63-1111代）または各地域支所の農林建設課、▶大仙市農業委員会事務局

［ご注意］

大曲地域 協和地域

農地パトロールを実施しました。
適切な農地の管理を心掛けましょう。

　農業委員会では、耕作放棄地等の発生を防止するため、今年も旧市町村の地域毎
に７～９月にかけて農地パトロール（利用状況調査）を実施しました。
　調査は、各地域の農業委員に事務局・分室の職員が同行しパトロールの重点項目
として、

①　遊休農地の実態把握
②　農地の違反転用の早期発見
③　農地への不法投棄等の早期発見

農
地
の
こ
と
は
、

地
域
の
農
業
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲
大　曲

松　本　久　明
渡　邊　敏　雄
河　越　昭　夫
石　橋　まゆみ
小　松　憲　司
井　上　時　雄
三　浦　　　功
小　松　亥佐夫
佐　藤　　　昇
伊　藤　隆　康
髙　橋　勝　範
判　田　勝　補

神　岡
神　岡
神　岡
神　岡
西仙北
西仙北
西仙北
中　仙
中　仙
中　仙
中　仙
中　仙

石　山　礼　蔵
渡　部　忠　行
黒　川　雄　一
齊　藤　　　亘
菅　原　廣太郎
田　口　　　繁
佐々木　忠　永
田　村　誠　市
岩　田　長　市
信　田　浩　則
鈴　木　清　敏
髙　橋　章　夫

中　仙
中　仙
中　仙
協　和
協　和
協　和
協　和
協　和
南　外
南　外
南　外
南　外

伊　藤　俊　雄
佐　藤　誠　悦
細　谷　精　悦
鈴　木　正　雄
加　藤　孝　悦
加　藤　末　道
茂　木　靖　雄
加　藤　久　孝
佐　藤　吉　男
伊　藤　正　照
今　野　純　子
佐々木　茂　治

南　外
仙　北
仙　北
仙　北
仙　北
太　田
太　田
太　田
太　田

伊　藤　又エ門
小　松　伸　一
髙　橋　鶴　松
小　松　　　強
齋　藤　久　人
髙　橋　　　剛
長　澤　信　徳
泉　　　芳　博
小　松　一　男

（Ｈ２６．７．３１～、敬称略・順不同）

地　域 氏　　　名 地　域 氏　　　名 地　域 地　域氏　　　名 氏　　　名
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大仙市農業委員会だより

　

大
仙
市
農
業
の
戦
略
作
物
で
あ
る

大
豆
は
、
こ
の
夏
の
好
天
に
よ
り
良

質
の
豆
が
豊
作
に
な
り
そ
う
で
す
。

　

写
真
は
Ｊ
Ｒ
田
沢
湖
線
・
鑓
見
内

駅
沿
い
の
大
豆
団
地
で
す
。

　

こ
の
地
区
で
は
、
鑓
見
内
石
持
集

落
営
農
組
合
（
代
表 

小
松
照
彦
さ

ん
）、
館
ノ
内
集
落
営
農
組
合
（
代

表 

高
橋
辰
美
さ
ん
）、
小
鳥
田
集
落

営
農
組
合
（
代
表 

岩
田
長
市
さ
ん
）、

農
事
組
合
法
人
ア
グ
リ
サ
ー
ビ

ス
中
仙
（
小
松
裕
一
代
表
理
事
）

が
、
団
地
化
に
よ
り
大
規
模
な

大
豆
栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

以
前
は
排
水
状
況
が
悪
く
、

地
下
水
位
が
高
い
た
め
大
豆
栽

培
に
は
適
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
地
区
で
圃
場
整
備
事

業
が
実
施
さ
れ
、
暗
渠
排
水
に

よ
り
排
水
状
況
が
改
善
さ
れ
て

か
ら
は
、
大
豆
の
団
地
化
の
条

件
が
整
い
ま
し
た
。
現
在
は
、

集
団
転
作
の
受
け
皿
と
な
っ
て
、
地

域
の
信
頼
を
得
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
グ
リ
サ
ー
ビ
ス
中
仙
で

は
、
秋
田
県
農
業
公
社
の
農
地
中
間

管
理
事
業
を
活
用
し
、
中
仙
地
域
以

外
か
ら
の
農
地
の
利
用
集
積
に
も
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

広
報
委
員　

鈴　

木　

清　

敏

（
中
仙
地
域
）

中
仙
地
域
豊
川
大
堰
端
地
区

草
彅
宏
明
さ
ん
（
27
歳
）

　

現
在
、
祖
父
母
、
両
親
、
私

達
夫
婦
、
子
ど
も
２
人
の
８
人

家
族
で
農
業
を
経
営
し
て
い
ま

す
。

　

稲
作
面
積
は
2.8 
ha
で
畜
産
と

の
複
合
経
営
を
導
入
し
て
い
ま

す
。

　

今
ま
で
は
、
農
閑
期
に
は
他

の
仕
事
に
就
い
て
い
ま
し
た
が
、

昨
年
よ
り
本
格
的
に
畜
産
に
取

り
組
ん
で
い
こ
う
と
思
い
、
自

宅
脇
の
水
田
の
農
地
転
用
を
農

業
委
員
会
に
申
請
し
、
今
年
、

牛
舎
と
堆
肥
舎
を
新
築
し
ま
し

た
。

　

今
後
、
稲
作
プ
ラ
ス
畜
産
の

複
合
経
営
を
実
施
し
て
い
き
た
い
と

頑
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

５
年
後
に
は
目
標
と
し
て
親
牛
50

頭
ぐ
ら
い
に
増
や
し
、
肥
育
と
繁
殖

管
内
農
業
者
等
の
ご
紹
介

を
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
と
連
携
し
て
、
ご
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
頑
張
り
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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「
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
を
推

進
す
る
こ
と
が
法
に
よ
り
明
確
化
」

さ
れ
、担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集

積
・
集
約
化
、耕
作
放
棄
地
の
発
生

防
止
・
解
消
、新
規
参
入
の
促
進
が

求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、農

地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
関

す
る
事
項
等
に
関
し
そ
の
責
務
を
適

切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
う
ち

か
ら
、農
業
者
及
び
農
業
者
が
組
織

す
る
団
体
か
ら
の
推
薦
ま
た
は
自
ら

の
応
募
に
よ
る
農
業
委
員
候
補
者
に

つ
い
て
、次
の
条
件
を
考
慮
し
な
が

ら
、市
議
会
の
同
意
を
得
て
市
長
が

任
命
し
ま
す
。

　

❶　

農
業
委
員
の
過
半
数
は
認
定

農
業
者
で
あ
る
こ
と
。

　

❷　

農
業
に
関
し
利
害
関
係
の
な

い
者
を
１
名
以
上
入
れ
る
こ

と
。

　

❸　

年
齢
、性
別
等
に
著
し
い
偏

り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す

る
こ
と
。

　新しい農業委員・推進委員の募集につきましては、平成２９年３月頃
に行う予定です。

農
業
委
員
会
の
新
制
度
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
の
仕
事

農
業
委
員
は

　

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

に
熱
意
と
識
見
を
有
す
る
者
の
中
か

ら
、推
薦
及
び
自
ら
の
応
募
に
よ
り

「
地
区
の
代
表
」と
し
て
、農
業
委
員

と
密
接
に
連
携
し
、担
当
地
区
に
お

い
て
次
の
よ
う
な
活
動
を
行
い
ま

す
。

　

❶　

地
区
の
農
地
所
有
者
等
へ
の

働
き
か
け

　

❷　

農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化

の
推
進

　

❸　

耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
と

解
消
を
推
進

　

❹　

農
地
中
間
管
理
機
構
と
密
接

に
連
携
す
る

　

推
進
委
員
の
地
域
ご
と
の
定
数
の

内
訳
は
、地
域
の
基
準
農
地
面
積
・

基
準
農
家
数
に
よ
り
、大
曲
地
域

１
０
人
、神
岡
地
域
３
人
、西
仙
北

地
域
５
人
、中
仙
地
域
７
人
、協
和

地
域
４
人
、南
外
地
域
３
人
、仙
北

地
域
４
人
、太
田
地
域
４
人
と
な

り
ま
す
。

推
進
委
員
は

▼
農
業
委
員 

24
人

▼
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　
（
以
下
、「
推
進
委
員
」と
言
い
ま
す
。） 

 

40
人

　

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
に
つ
い
て
は
、推
薦
及

び
公
募
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

農
業
委
員
は
、議
会
の
同
意
を
得
て
市

長
が
任
命
し
、推
進
委
員
は
農
業
委
員
会

で
決
定
の
う
え
、農
業
委
員
会
が
委
嘱
し
ま

す
。

９月の市議会において定数条例が議決されました。
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大仙市農業委員会だより

　
農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
に
転
用
す
る
場
合
は
、農
地
法
の
許
可
申
請
が
必
要
で
す
。農
業

者
だ
け
で
な
く
、事
業
の
た
め
開
発
に
携
わ
る
人
も
農
地
転
用
許
可
制
度
を
正
し
く
理
解
し

て
、法
令
順
守
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

農
地
を
住
宅
や
駐
車
場
、資
材
置

場
、山
林
な
ど
農
地
以
外
の
用
途
に

転
換
す
る
こ
と
で
す
。ま
た
、工
事
の

仮
設
通
路
な
ど
と
し
て
一
時
的
に
利

用
す
る
場
合
も
転
用
に
な
り
ま
す
。

農
地
転
用
と
は

違反転用は
絶対ダメ！！

農地の転用 には、 農地法の許可 が必要です。

農
地
転
用
に
は
罰
則
が

　

国
民
に
食
料
を
安
定
供
給
す
る
基

盤
で
あ
る
優
良
農
地
の
確
保
と
農
業

以
外
の
土
地
利
用
と
の
調
整
を
図
り

な
が
ら
、農
地
転
用
を
農
業
上
の
利

用
に
支
障
の
少
な
い
農
地
に
誘
導
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

農
地
転
用
許
可
制
度
の
目
的

　

農
地
を
転
用
す
る
場
合
は
、原
則

と
し
て
県
知
事（
大
仙
市
は
権
限
委

譲
を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、２ 

ha
ま

で
は
大
仙
市
農
業
委
員
会
会
長
）の

許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

農
地
転
用
す
る
に
は

　

転
用
す
る
場
所
や
事
業
内
容
に

よ
っ
て
、許
可
要
件
お
よ
び
申
請
書
類

が
異
な
り
ま
す
。ま
た
自
ら
耕
作
す

る
農
地
に
２
a
未
満
の
農
業
用
施
設

を
建
て
る
場
合
は
許
可
を
要
し
な
い

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が（※

）、ま
ず

は
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
各
分

室
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
ず
は
ご
相
談
を

　

転
用
許
可
を
受
け
ず
に
農
地
転
用

を
行
っ
た
場
合
は
、農
地
法
に
違
反

す
る
こ
と
に
な
り
、

　
・
農
地
等
の
権
利
取
得
の
効
力
が

生
じ
な
い
。

　
・
原
状
回
復
そ
の
他
の
違
反
行
為

の
是
正
措
置
を
命
じ
ら
れ
る
。

　
・
刑
事
罰（
懲
役
ま
た
は
罰
金
）が

適
用
さ
れ

る
。

な
ど
の
不
利
益

を
受
け
、厳
し
く

罰
せ
ら
れ
ま
す
。

事
前
着
工
も
ダ
メ
！！

　

農
地
転
用
の
許
可

申
請
書
を
提
出
し
て

も
、許
可
が
お
り
る
前

に
工
事
を
始
め
る
こ

と
は
違
法
で
す
。

！！可て前こ

※
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農
業
経
営
意
向
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

事務局（神岡支所内） …………0187-72-4611（直通）
大曲分室 ………………………0187-63-1111（代表）
西仙北分室 ……………………0187-75-2966（直通）
中仙分室 ………………………0187-56-2325（直通）
協和分室 ………………………018-892-3694（直通）
南外分室 ………………………0187-74-3001（直通）
仙北分室 ………………………0187-63-3003（代表）
太田分室 ………………………0187-88-1115（直通）

農業委員会へのお問い合わせは

　

大
仙
市
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地

台
帳
の
整
備
と
管
内
農
地
の
集
積
を

促
進
す
る
た
め
、
昨
年
度
に
未
実
施

分
の
農
地
の
確
認
と
農
業
経
営
意
向

調
査
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
は
10
ａ
未
満
の
農
地

を
経
営
し
て
い
る
大
仙
市
内
の
農
家

と
、
市
外
在
住
の
農
地
所
有
者
、
市

内
外
の
農
地
を
経
営
し
て
い
る
農
地

所
有
適
格
法
人
が
対
象
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

調
査
の
中
身
は
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー

ト
形
式
で
す
。
調
査
票
を
対
象
農
家

に
11
月
頃
に
郵
送
い
た
し
ま
す
。
調

査
票
に
農
地
の
確
認
や
今
後
の
農
業

経
営
の
意
向
に
つ
い
て
ご
記
入
の
う

え
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
（
切
手
不

要
）
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

　

調
査
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

一　

①
今
後
の
農
業
経
営
に
つ
い
て

　
　
　

専
業
、
兼
業
、
農
業
を
や
め

　

た
い
等

　
　

②
今
後
の
経
営
計
画
に
つ
い
て

　
　
　
（
特
に
農
地
所
有
適
格
法
人

の
場
合
）規
模
拡
大
し
た
い
、現

状
の
ま
ま
、
規
模
を
縮
小
し
た

い
等

　

③
規
模
拡
大
の
意
向
に
つ
い
て

　
　

借
り
る
・
買
う
・
作
業
受
託
や

面
積
拡
大
等

　

④
農
地
を
貸
す
相
手
方
の
希
望
に

つ
い
て

　
　

農
地
隣
接
の
農
家
・
集
落
内
の

農
家
・
隣
接
集
落
の
農
家
・
農

地
中
間
管
理
機
構
等

二　

農
業
委
員
会
の
広
報
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
も
よ
い
貸

付
希
望
農
地
に
つ
い
て

三　

農
地
台
帳
の
記
載
内
容
の
訂
正

に
つ
い
て

　

※

　

本
調
査
で
回
答
い
た
だ
い
た

内
容
は
、
農
地
台
帳
の
整
備
及

び
農
地
集
積
に
つ
い
て
の
資
料

以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

許
可
申
請
の
締
切
日
等

申請内容 締切日 許可書交付日

農地の権利移動の許可
（農地法第3条）

農地転用の許可
（農地法第4･5条）

農用地利用集積計画に
関する申請

買受適格証明申請

総会終了後1週間以内

総会終了後1週間以内
 もしくは翌月30日前後

告示日（毎月10日以降）
後1週間以内

総会終了後
1～2日後

毎
月
20
日
頃

各
種
申
請
書
の
提
出
締
切
日
と
許

可
書
の
交
付
日
は
基
本
的
に
左
記
の

と
お
り
で
す
。
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大仙市農業委員会だより

新
聞
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全
国
農
業

農
家
の
た
め
の
情
報
誌

『
全
国
農
業
新
聞
』

◆
発
行
日　

週
一
回（
金
曜
日
）

◆
発
行
元　

全
国
農
業
会
議
所

◆
購
読
料　

月
７
０
０
円

　
　
　
　
　
﹇
送
料・税
込
み
﹈

○購読料のお支払いは、
　JAの口座引落しが便利です。
○お申込みは、
　農業委員会事務局
　または各分室まで

経
営
と
く
ら
し
に
役
立
つ

情
報
を
お
届
け
し
ま
す
！

私
は
田
七
〇
ア
ー
ル
を
賃
借
し

て
い
ま
す
が
昨
年
の
一
〇
月
末

日
で
賃
貸
借
契
約
期
間
が
切
れ
た
た

め
、所
有
者
か
ら
賃
借
地
の
返
還
を
請

求
さ
れ
て
い
ま
す
。所
有
者
は「
期
間
が

満
了
す
れ
ば
当
然
賃
借
人
の
耕
作
権
は

な
く
な
る
」と
い
っ
て
い
ま
す
。

農
地
法
は「
耕
作
者
の
地
位
の
安

定
と
国
内
の
農
業
生
産
の
増
大
」

と
い
う
公
共
の
目
的
の
た
め
に
、期
間

の
定
め
の
あ
る
賃
貸
借
に
つ
い
て
そ
の

期
間
が
満
了
し
て
も
、当
然
に
は
賃
貸

借
が
終
了
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、期
間
の
定
め
の
あ
る
賃

貸
借
に
つ
い
て
は
、そ
の
期
間
満
了
の

一
年
前
か
ら
六
か
月
前
ま
で（
一
時
賃

貸
借
契
約
の
場
合
六
か
月
前
か
ら
一
か

月
前
ま
で
）の
間
に
、農
地
法
第
一
八
条

の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
を
受
け

て
、更
新
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
賃
借

人
に
し
な
い
と
き
は
、従
前
の
賃
貸
借

と
同
一
の
条
件
で
さ
ら
に
賃
貸
借
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、賃
貸

借
が
市
町
村
が
行
う
農
業
経
営
基
盤
強

化
促
進
法
に
基
づ
く
農
用
地
利
用
集
積

計
画
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
で

あ
れ
ば
、法
定
更
新
の
適
用
が
な
く
、契

約
期
間
が
満
了
す
る
と
賃
貸
借
は
、終

了
し
ま
す（
農
地
法
第
一
七
条
）。

　
賃
貸
借
の
解
除
、解
約
、更
新
拒
絶
等

の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
場
合
知
事
は
、

①
賃
借
人
が
宥
恕
す
べ
き
事
由
が
な
い

の
に
借
賃
を
納
め
な
い
な
ど
信
義
違
反

行
為
の
あ
っ
た
場
合
、②
そ
の
賃
借
農

地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
こ
と
が

社
会
的
に
み
て
必
要
で
あ
り
、農
地
を

潰
す
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
、③
賃
貸
人
に
自
作
す
る
経

営
能
力
や
施
設
が
あ
り
、か
つ
、そ
の
取

上
げ
に
よ
る
賃
借
人
の
生
計
へ
の
影
響

が
賃
借
人
の
耕
作
者
と
し
て
の
地
位
の

安
定
を
害
し
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る

場
合
、④
以
上
に
あ
げ
た
ほ
か
例
え
ば

賃
借
人
が
遠
方
の
町
に
転
住
す
る
な
ど

争
い
の
余
地
の
な
い
事
情
に
よ
っ
て
賃

貸
借
関
係
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
至
当

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
な
ど
の
四

つ
の
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば

許
可
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
農
地
法

第
一
八
条
第
二
項
）。

ＱＡ

賃
借
し

化
促
進
法
に
基
づ
く
農
用
地
利
用
集
積

契
約
期
間
の
切
れ
た
賃
借
地
は

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

農
地
Ｑ
Ａ
＆

　
ご
質
問
の
場
合
は
、農
用
地
利
用
集

積
計
画
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
よ
う
で
あ
り
、ま
た
、所
有
者
が

知
事
の
許
可
を
受
け
て
適
法
に
更
新
拒

絶
の
通
知
を
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
す

か
ら
、賃
貸
借
契
約
は
更
新
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
知
事
の
許
可
を
受
け
ず
に
賃
貸
農
地

を
取
り
上
げ
て
も
無
効
で
、違
反
し
た

者
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
か
ら
、所
有
者
の
賃
貸
農
地
取
上
げ

が
知
事
の
許
可
を
受
け
た
適
法
な
も
の

か
ど
う
か
を
地
元
の
農
業
委
員
会
で
確

認
さ
れ
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す（
農

地
法
第
一
八
条
第
五
項
、第
六
四
条
）。
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農
業
者
年
金
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

国
の
政
策
年
金
で
あ
る

農
業
者
年
金
制
度
に
は
、農

業
の
担
い
手
の
育
成
と
支
援
の
た
め

に
、一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

方
に
対
し
て
、月
額
最
高
１
万
円
の

保
険
料
の
国
庫
補
助
の
し
く
み
が
あ

り
ま
す
。

　

補
助
額
に
見
合
う
年
金
は
特
例
付

加
年
金
と
し
て
、将
来
農
業
の
経
営

継
承（
農
地
等
の
権
利
移
転
・
設
定

等
）を
お
こ
な
っ
た
後
、原
則
65
歳
か

ら
受
給
で
き
ま
す
が
、経
営
継
承
す

る
時
期
に
年
齢
制
限
は
な
く
、受
給

時
期
を
繰
り
下
げ
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、保
険
料
の
補
助
は
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
、一
つ
の
経
営
で

何
人
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。女
性
農

業
者
も
家
族
経
営
協
定
を
締
結
し
て

経
営
に
参
画
し
、下
表
の
区
分
３
の

適
用
を
受
け
て
、多
く
の
方
が
保
険

料
の
補
助
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま

す
。（
将
来
、区
分
３
の
方
が
経
営
継

承
す
る
時
は
、家
族
経
営
協
定
の
経

営
参
画
条
項
を
変
更
し
、農
業
経
営

か
ら
引
退
す
れ
ば
良
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。）

私
は
、
女
性
農
業
者
で
す

が
、
農
業
の
担
い
手
に
は

特
別
な
支
援
が
あ
り
ま
す
か
？

ＱＡ

◆政策支援◆

農業の担い手への手厚い政策支援（保険料の国庫
補助）の要件としては、国民年金第1号被保険者
の農業者年金への加入要件に加え、

①　39歳までに加入
②　農業所得が900万円以下
③　認定農業者で青色申告者等（下表）
が必要です。

◆保険料の補助対象者と国庫補助額◆
必要な要件

認定農業者で青色申告者

認定就農者で青色申告者

区分1又は2の者と家族経営協定を締結し
経営に参画している配偶者または後継者

区分

１

２

３

４

５

国庫補助額
35歳未満 35歳以上
10,000円
(５割)

6,000円
(３割)

10,000円
(５割)

6,000円
(３割)

10,000円
(５割)

6,000円
(３割)

6,000円
(３割)

4,000円
(2割)

6,000円
(３割) ―

認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満た
す者で3年以内に両方を満たすことを約束した者
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分
1の者となることを約束した後継者

○政策支援を受けられる期間は最
長20年間です。（35歳以上で加入
した場合は最長10年間）
○国庫補助を受けている間の保険
料は月額2万円）（国庫補助額を含
む）で固定され、加入者が負担す
る保険料は、2万円から国庫補助
額を差し引いた額となります。
○国庫補助を受けられる期間を過
ぎた場合は通常の保険料（月額2
万円から6万4千円の間で千円単
位で選択し、変更も自由）となり
ます。

　

今
年
の
夏
は
、
30
度
超
え
の
猛
暑
が

続
き
、
外
で
仕
事
し
て
い
る
と
背
中
が

焼
け
る
よ
う
な
暑
さ
。
家
の
中
に
入
っ

て
、
扇
風
機
と
に
ら
め
っ
こ
。

　

テ
レ
ビ
を
見
る
と
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ

イ
ロ
五
輪
。
日
本
選
手
の
活
躍
に
拍
手
。

精
神
力
・
体
力
に
感
動
。
三
度
の
食
事
、

米
・
野
菜
を
多
く
食
べ
、
東
京
五
輪
で

も
、
今
年
以
上
の
成
績
を
と
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

台
風
10
号
も
東
北
直
撃
。
お
か
げ
さ

ま
で
、
県
南
の
方
は
被
害
が
少
な
く
、

稲
も
平
年
作
。

　

こ
れ
か
ら
の
災
害
が
な
け
れ
ば
、
一

安
心
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

広
報
委
員　

今　

野　

純　

子

（
南
外
地
域
）

編

集

後

記


